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小松島競輪事業調査特別委員会の設置について 

 

上記の議案を、小松島市議会会議規則第１４条の規定により別紙のとお

り提出します。 
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小松島競輪事業調査特別委員会の設置について 

 

小松島競輪事業調査特別委員会を下記により設置する。 

 

 

１ 名   称 小松島競輪事業調査特別委員会とする。 

 

２ 設置の根拠  

  地方自治法第１０９条及び小松島市議会委員会条例第６条による。 

 

３ 目   的  

  小松島競輪事業について調査、研究するため。 

 

４ 定   数 

  委員定数は１１人とする。 

 

５ 期   間 

  調査が終了するまで。 

  

提案理由 

  小松島競輪事業について調査、研究するために設置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


